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下水道受益者納付金に関する細則

　（趣旨）

第１条　この細則は、日吉台共有施設管理組合規約（昭和６１年５月２５日制定。第

　４条において同じ。）第１２条第１項第３号に定めるもののほか、下水道受益者納

　付金に関し、必要な事項を定める。

　（用語の定義）

第２条　この細則において、用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）受益者負担金とは、都市計画法（ 昭和４３年６月１５日法律第１００号）第

７５条の規定に基づき、公共下水道に係る下水道事業に要する費用の一部に充

てるため、富里市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和６３年６

月２０日条例第１６号。以下「条例」という。）の規定により徴収するものを

いう。

（２）下水道受益者納付金とは、富里市公共下水道の接続に伴い、日吉台共有施設

管理組合（以下「組合」という。）が条例第８条第２項第５号の規定により受

益者負担金が免除されたことを受け、新組合員と旧組合員との負担の格差につ

いて、公平負担の原則に基づき、組合が徴収する受益者負担金に相当するもの

をいう。

（３）新組合員とは、平成１２年４月１日以後に組合員となった者で、下水道受益

者納付金が徴収されることになる者をいう。

（４）旧組合員とは、次条の規定により適用除外となる者をいう。

　（適用除外）

第３条　次の各号のいずれかに該当する者は、この細則を適用しない。

（１）施設利用保証金（集中汚水処理施設利用保証金に限る。）を納付した者

（２）平成１２年３月３１日まで効力のあった日吉台共有施設管理組合規約（昭和

６１年５月２５日制定）第１２条第１項第１号に規定する施設修繕積立金（集

中汚水処理施繕積立金に限る。）を納付した者

　（納付対象者）

第４条　下水道受益者納付金を納付する対象者は、規約第１２条第１項第３号に規定

　する組員とする。

　（納付金額）

第５条　下水道受益者納付金は、組合員が所有する１区画の宅地面積につき、１平方

メートル当たり４００円を乗じて得た金額とする。

　（事情変更）

第６条　条例の受益者負担金の金額が変更となった場合は、前条の１平方メートル当

　たりの金額を変更して算定する。
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この細則は、平成３０年２月１日から施行する。

　（下水道受益者納付金に関する細則の廃止）

２　下水道受益者納付金に関する細則（平成１２年４月１日制定）は、廃止する。
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